
平成 22年 11月 5日 

東 海 財 務 局 

 

岡崎信用金庫に対する行政処分について 

 

 

１．岡崎信用金庫（本店：愛知県岡崎市）が平成 22年 2月 24日及び 22年 6月 11日に公表し

た元職員による顧客預金横領等の 4 件の不祥事件について、信用金庫法第 89 条第 1 項にお

いて準用する銀行法第 24 条第 1 項に基づき報告を求めたところ、以下のような問題が認め

られた。 

（１）支店長等による横領事件が長期間に亘って行われているなど、職員の法令等遵守意識

の醸成が図られていない。 

（２）不祥事件の再発防止策の実効性を確保するための措置を実行しておらず、同様の事件

が発生しているなど、法令等遵守態勢が不十分なものとなっている。 

（３）不祥事件を未然に防止する観点からの人事管理が不十分なものとなっている。 

（４）預り証の未発行など内部規程に違反した事務の取扱いが認められるなど、不適切な事

務処理が行われており、相互牽制機能が働いていない。 

（５）内部監査は、支店長が扱う顧客の書類を監査対象外としていたこと、不正防止の観点

からの監査項目見直しが行われていないことなど、内部監査機能が発揮されていない。 

 

２．このため、本日、同信用金庫に対し、信用金庫法第 89 条第 1 項において準用する銀行法

第 26条第 1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 

 

記 

 

（１）健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から、法令等遵守態勢及び経営管

理態勢を充実・強化すること。 

①法令等遵守及び経営管理にかかる経営姿勢の明確化（責任の所在の明確化を含む） 

②全金庫的な法令等遵守態勢の確立 

③厳正な事務処理の徹底と相互牽制機能の充実・強化（支店長に対する牽制機能強 

化を含む） 

④適切な人事管理の徹底 

⑤内部監査機能の充実・強化 

 

（２）上記（１）に関する業務改善計画（具体策及び実施時期を明記したもの）を平成 22 年

12 月 6日までに提出し、直ちに実行すること。 

 

（３）上記（２）の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、四半期毎の進捗・実施状

況を翌月 10日までに報告すること。（初回報告基準日を平成 23年 2月末とする。） 

 

 

 

連絡・問い合わせ先 

 東海財務局 理財部 金融監督第２課 

   電話 052－951－1774（ダイヤルイン） 


